
京 都 大 学 物 質 ― 細 胞 統 合 シ ス テ ム 拠 点 規 程 新 旧 対 照 表  
改    正    前 改    正    後 

（前 略） 
（研究部門等） 
第５条 拠点に、研究部門又はこれに代わる組織を
置くことができる。 
２ 前項の組織に関し必要な事項は、拠点長の定め
るところによる。 
 
 
 
（事務組織） 
第６条  
（内部組織） 
第７条  
 

 
（研究部門等） 
第５条  
 
２  
 
 （寄附研究部門及び共同研究部門） 
第６条 拠点に寄附研究部門又は共同研究部門を
置くことができる。 
（事務組織） 
第７条  
（内部組織） 
第８条  

附 則 
この規程は、平成２８年５月１日から施行する。 

 

（同 左） 

（同 左） （略） 


